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警 察 本 部 告 示 

鳥取県警察本部告示第１号 

平成18年鳥取県警察本部告示第１号（口頭による開示請求を行うことができる個人情報について）は、令和５

年３月31日限り廃止する。 

令和５年３月31日 

鳥取県警察本部長 半 田 新 一 朗 

人 事 委 員 会 告 示 

鳥取県人事委員会告示第４号 

平成11年鳥取県人事委員会告示第３号（口頭による開示請求を行うことができる個人情報について）は、令和

５年３月31日限り廃止する。 

令和５年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 小 松 哲 也 

内水面漁場管理委員会告示

鳥取県内水面漁場管理委員会告示第１号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴ

イをいう。以下同じ。）の持出しについて次のとおり指示する。

令和５年３月31日

鳥取県内水面漁場管理委員会会長 安 藤 重 敏 

１ 指示内容 

県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、他の水面（コイの養殖場を除く。）から持ち出

したコイを放流してはならない。ただし、公的機関が実施する疾病検査等に供する場合又はコイヘルペスウイ

ルス病のＰＣＲ検査で陰性が確認された場合は、この限りでない。

２ 指示期間 

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

３ 指示の目的 

コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため

鳥取県内水面漁場管理委員会告示第２号 

令和５年度における第５種共同漁業に係る水産動植物の増殖目標量を次のとおり定めたので告示する。 

令和５年３月31日 

鳥取県内水面漁場管理委員会会長 安 藤 重 敏 

免許番号 漁業権者の名称 漁場の区域 漁業権魚種 増殖方法 増殖目標量 

内共第１号 千代川漁業協同組

合 

千代川水系

に係る河川 

あゆ 種苗の放流 748千尾 

産卵床の造成 3,900平方メートル 

渓流魚 種苗の放流 94千尾 

内共第２号 天神川漁業協同組

合 

天神川水系

に係る河川 

あゆ 〃 180千尾 

〃 500千粒 

渓流魚 〃 53千尾 

産卵床の造成 10平方メートル 

内共第３号 日野川水系漁業協 日野川水系 あゆ 種苗の放流 2,000千尾 
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同組合 に係る河川 産卵床の造成 13,000平方メートル 

渓流魚 種苗の放流 48千尾 

産卵床の造成 1,200平方メートル 

うなぎ 種苗の放流 40キログラム 

内共第４号 湖山池漁業協同組

合 

湖山池 ふな 〃 50 千尾 

産卵床の造成 ３箇所 

うなぎ 種苗の放流 30キログラム 

わかさぎ 〃 2,000千粒 

しらうお 産卵床の造成 600平方メートル 

えび 〃 2,000平方メートル 

内共第５号 東郷湖漁業協同組

合 

東郷池 ふな 種苗の放流 30千尾 

うなぎ 〃 60キログラム 

わかさぎ 産卵床の造成 5,000平方メートル 

しらうお 〃 2,000平方メートル 

えび 〃 2,000平方メートル 

ぼら・すずき 稚魚の遡上支援

のための障害物

の除去 

１回（３月） 

注 渓流魚は、やまめ（さくらますを含む。）、いわな、あまご（さつきますを含む。）及びにじますの合計を

指す。 

企 業 局 告 示

鳥取県企業局告示第１号 

平成11年鳥取県企業局告示第１号（口頭による開示請求ができる個人情報について）は、令和５年３月31日限

り廃止する。 

令和５年３月31日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

病 院 局 告 示

鳥取県病院局告示第４号 

平成11年鳥取県病院局告示第２号（口頭による開示請求を行うことができる個人情報について）は、令和５年

３月31日限り廃止する。 

令和５年３月31日 

鳥取県営病院事業管理者 広 瀬 龍 一 


